
 
資料 ２ 

議題２ 南幹線の運行経路の変更について 

 

 

 南幹線 長良川サービスセンター－木曽三川公園間（５便・７便）、医師会病院－木

曽三川公園間（６便・８便）の運行経路を以下のとおり変更する。 

 

 

理由：道幅が狭く車両が停車しているとバス車両が通行できず、運行に支障をきたす

可能性があるため 

 

経路変更日：令和４年４月１日 

 

 

 

 

                                    変更前 

                                    変更後 

 

木曽三川公園 


